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○青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例 

 

 
平成二十一年三月二十五日 

青森県条例第十一号 

青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例をここに公布する。 

青森県長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等徴収条例 

（趣旨） 

第一条 この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成二十年法律第八十七号。

以下「法」という。）及び住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住

宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令和三年法律第四十八号。以下「改

正法」という。）第一条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）の規定による

次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。 

一 法第五条第一項から第五項までの規定による長期優良住宅建築等計画の認定並びに

同条第六項及び第七項の規定による長期優良住宅維持保全計画の認定に関する事務 

二 法第八条第一項の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画

の変更の認定に関する事務 

三 法第十条の規定による長期優良住宅建築等計画及び長期優良住宅維持保全計画の認定

に基づく地位の承継の承認に関する事務 

四 法第十八条第一項の規定による認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住

宅の容積率の制限の特例の許可に関する事務 

五 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる改正法第一

条の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）第八条第一項の規定による長期優良

住宅建築等計画の変更の認定に関する事務 

六 改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十条

の規定による長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の承継の承認に関する事務 

（手数料の納入） 

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。 

（手数料の納入方法） 

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。 

附 則  
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この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。 

附 則（平成二六年条例第四七号） 

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。 

附 則（平成二七年条例第三一号） 

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表の備考の改正規定は、同

年六月一日から施行する。 

附 則（平成二八年条例第三四号） 

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年青森県条例第三七号） 

この条例は、令和四年二月二十日から施行する。 

  附 則（令和四年青森県条例第三二号） 

この条例は、令和四年十月一日から施行する。 

別表（第二条関係） 

手数料を納入すべき

者  

手数料 

名称  区分  金額  

一 法第五条第一項

から第五項までの

規定による長期優

良住宅建築等計画

の認定を受けよう

とする者 

長期優良

住宅建築

等計画認

定申請手

数料  

法第

五条

第一

項か

ら第

三項

まで

の規

定に

よる

一戸

建て

の住

宅

（住

宅の

新築の場

合  

住宅の品質確保の促

進等に関する法律

（平成十一年法律第

八十一号）第六条の

二第五項に規定する

確認書（以下「確認

書」という。）若し

くは同項に規定する

住宅性能評価書又は

これらの写し（以下

「確認書等」とい

う。）を添付する場

合  

一万二千円

その他の場合 四万六千円

増築又は

改築の場

確認書又はその写し

を添付する場合 

一万八千円
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用途

以外

の用

途に

供す

る部

分を

有し

ない

もの

に限

る。

以下

同

じ。）

に係

る申

請の

場合

合  その他の場合 六万九千円

法第

五条

第一

項か

ら第

四項

まで

の規

定に

よる

共同

住宅

新築の場

合  

確認書等

を添付す

る場合 

住戸の数

（以下「戸

数」とい

う。）が五

以下の場

合  

二万二千円

戸数が六

以上十以

下の場合 

三万七千円

戸数が十

一以上二

十五以下

六万二千円
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等

（共

同住

宅、

長屋

その

他一

戸建

ての

住宅

以外

の住

宅を

い

う。

以下

同

じ。）

に係

る申

請の

場合

の場合 

戸数が二

十六以上

五十以下

の場合 

九万九千円

戸数が五

十一以上

百以下の

場合  

十五万円

戸数が百

一以上二

百以下の

場合  

二十五万円

戸数が二

百一以上

三百以下

の場合 

三十二万円

戸数が三

百一以上

の場合 

三十七万円

その他の

場合  

戸数が五

以下の場

合  

十万円

戸数が六

以上十以

下の場合 

十七万円

戸数が十

一以上二

十五以下

の場合 

三十四万円

戸数が二 六十一万円
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十六以上

五十以下

の場合 

戸数が五

十一以上

百以下の

場合  

百五万円

戸数が百

一以上二

百以下の

場合  

百九十五万円

戸数が二

百一以上

三百以下

の場合 

二百七十九万円

戸数が三

百一以上

の場合 

三百四十二万円

増築又は

改築の場

合  

確認書又

はその写

しを添付

する場合

戸数が五

以下の場

合  

三万三千円

戸数が六

以上十以

下の場合 

五万五千円

戸数が十

一以上二

十五以下

の場合 

九万三千円

戸数が二

十六以上

五十以下

十四万円
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の場合 

戸数が五

十一以上

百以下の

場合  

二十二万円

戸数が百

一以上二

百以下の

場合  

三十八万円

戸数が二

百一以上

三百以下

の場合 

四十九万円

戸数が三

百一以上

の場合 

五十五万円

その他の

場合  

戸数が五

以下の場

合  

十六万円

戸数が六

以上十以

下の場合 

二十六万円

戸数が十

一以上二

十五以下

の場合 

五十一万円

戸数が二

十六以上

五十以下

の場合 

九十二万円

戸数が五 百五十八万円
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十一以上

百以下の

場合  

戸数が百

一以上二

百以下の

場合  

二百九十三万円

戸数が二

百一以上

三百以下

の場合 

四百十九万円

戸数が三

百一以上

の場合 

五百十三万円

法第五条第五項の規定による申請の

場合  

法第五条第一項から

第四項までの規定に

よる共同住宅等に係

る申請の場合のうち

増築又は改築の場合

の戸数の区分に応じ

それぞれに定める額 

二 法第五条第六項又

は第七項の規定による

長期優良住宅維持保全

計画の認定を受けよう

とする者 

長期優良

住宅維持

保全計画

認定申請

手数料 

法第

五条

第六

項の

規定

によ

る一

戸建

ての

住宅

確認書等を添付する場合 一万八千円

その他の場合 六万九千円



令和 4 年 10 月 1 日施行（改正後） 

8/18 

に係

る申

請の

場合

法第

五条

第六

項又

は第

七項

の規

定に

よる

共同

住宅

等に

係る

申請

の場

合  

確認書等

を添付す

る場合 

戸数が五以下の場合 三万三千円

戸数が六以上十以下

の場合 
五万五千円

戸数が十一以上二十

五以下の場合 
九万三千円

戸数が二十六以上五

十以下の場合 
十四万円

戸数が五十一以上百

以下の場合 
二十二万円

戸数が百一以上二百

以下の場合 
三十八万円

戸数が二百一以上三

百以下の場合 
四十九万円

戸数が三百一以上の

場合 
五十五万円

その他の

場合  

戸数が五以下の場合 十六万円

戸数が六以上十以下

の場合 
二十六万円

戸数が十一以上二十

五以下の場合 
五十一万円

戸数が二十六以上五

十以下の場合 
九十二万円

戸数が五十一以上百

以下の場合 
百五十八万円

戸数が百一以上二百

以下の場合 
二百九十三万円

戸数が二百一以上三

百以下の場合 
四百十九万円

戸数が三百一以上の

場合 
五百十三万円

三 法第八条第一項 長期優良 新築確認書等 一戸建ての住宅の場 六千円
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の規定による長期

優良住宅建築等計

画の変更の認定（法

第九条第一項又は

第三項の規定によ

る申請に係るもの

を除く。）を受けよ

うとする者 

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料 

の場

合  

を添付す

る場合 

合  

戸数が五以下の共同

住宅等の場合 

一万千円

戸数が六以上十以下

の共同住宅等の場合

一万八千円

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

の場合 

三万千円

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

の場合 

四万九千円

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等の

場合  

七万六千円

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等の

場合  

十二万円

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

の場合 

十六万円

戸数が三百一以上の

共同住宅等の場合 

十八万円

その他の

場合  

一戸建ての住宅の場

合  

二万三千円

戸数が五以下の共同

住宅等の場合 

五万四千円

戸数が六以上十以下

の共同住宅等の場合

八万六千円

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

の場合 

十七万円
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戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

の場合 

三十万円

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等の

場合  

五十二万円

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等の

場合  

九十七万円

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

の場合 

百三十九万円

戸数が三百一以上の

共同住宅等の場合 

百七十一万円

増築

又は

改築

の場

合  

確認書又

はその写

しを添付

する場合 

一戸建ての住宅の場

合  

九千円

戸数が五以下の共同

住宅等の場合 

一万六千円

戸数が六以上十以下

の共同住宅等の場合

二万七千円

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

の場合 

四万六千円

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

の場合 

七万四千円

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等の

場合  

十一万円

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等の

十九万円
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場合  

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

の場合 

二十四万円

戸数が三百一以上の

共同住宅等の場合 

二十七万円

その他の

場合  

一戸建ての住宅の場

合  

三万四千円

戸数が五以下の共同

住宅等の場合 

八万千円

戸数が六以上十以下

の共同住宅等の場合

十三万円

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

の場合 

二十五万円

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

の場合 

四十六万円

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等の

場合  

七十九万円

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等の

場合  

百四十六万円

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

の場合 

二百九万円

戸数が三百一以上の

共同住宅等の場合 

二百五十六万円

四 法第八条第一項

の規定による長期

長期優良

住宅建築

  六千円
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優良住宅建築等計

画の変更の認定（法

第九条第一項又は

第三項の規定によ

る申請に係るもの

に限る。）を受けよ

うとする者 

等計画変

更（譲受人

決定等）認

定申請手

数料  

五 法第八条第一項

の規定による長期

優良住宅維持保全

計画の変更の認定

を受けようとする

者  

長期優良

住宅維持

保全計画

変更認定

申請手数

料  

確認

書等

を添

付す

る場

合  

一戸建ての住宅の場合 九千円

戸数が五以下の共同住宅等の場

合 
一万六千円

戸数が六以上十以下の共同住宅

等の場合 
二万七千円

戸数が十一以上二十五以下の共

同住宅等の場合 
四万六千円

戸数が二十六以上五十以下の共

同住宅等の場合 
七万四千円

戸数が五十一以上百以下の共同

住宅等の場合 
十一万円

戸数が百一以上二百以下の共同

住宅等の場合 
十九万円

戸数が二百一以上三百以下の共

同住宅等の場合 
二十四万円

戸数が三百一以上の共同住宅等

の場合 
二十七万円

その

他の

場合

一戸建ての住宅の場合 三万四千円

戸数が五以下の共同住宅等の場

合 
八万千円

戸数が六以上十以下の共同住宅

等の場合 
十三万円

戸数が十一以上二十五以下の共

同住宅等の場合 
二十五万円

戸数が二十六以上五十以下の共

同住宅等の場合 
四十六万円

戸数が五十一以上百以下の共同

住宅等の場合 
七十九万円
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戸数が百一以上二百以下の共同

住宅等の場合 
百四十六万円

戸数が二百一以上三百以下の共

同住宅等の場合 
二百九万円

戸数が三百一以上の共同住宅等

の場合 
二百五十六万円

六 法第十条の規定

による長期優良住

宅建築等計画又は

長期優良住宅維持

保全計画の認定の

認定に基づく地位

の承継の承認を受

けようとする者 

長期優良住

宅建築等計

画等認定地

位承継承認

申請手数料 

  三千円

七 法第十八条第一

項の規定による認

定長期優良住宅建

築等計画に基づく

建築に係る住宅の

容積率の制限の特

例の許可を受けよ

うとする者 

長期優良

住宅容積

率制限特

例許可申

請手数料 

 十六万円

八 改正法附則第二

条第二項の規定に

よりなお従前の例

によることとされ

る旧法第八条第一

項の規定による長

期優良住宅建築等

計画の変更の認定

（改正法附則第二条

第二項の規定により

特定長期

優良住宅

建築等計

画変更認

定申請手

数料  

新築

の場

合  

知事が定

める書面

により旧

法第六条

第一項第

一号に掲

げる基準

に適合す

ると認め

られる場

一戸建ての住宅の場

合  

六千円

戸数が五以下の共同

住宅等に係る住戸の

場合  

一万千円を一の共同

住宅等に係る住戸に

ついて行われる改正

法附則第二条第二項の

規定によりなお従前の

例によることとされる

旧法第八条第二項に

おいて準用する旧法
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なお従前の例による

こととされる旧法

第九条第一項の規

定による申請に係

るものを除く。）を

受けようとする者 

合  第五条第一項から第

三項までの規定によ

る長期優良住宅建築

等計画の変更の認定

の申請の数（以下「変

更認定申請数」とい

う。）で除して得た額

戸数が六以上十以下

の共同住宅等に係る

住戸の場合 

一万八千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

三万千円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

四万九千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

七万六千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

十二万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

十六万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が三百一以上の

共同住宅等に係る住

戸の場合 

十八万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

その他の

場合  

一戸建ての住宅の場

合  

二万三千円

戸数が五以下の共同五万四千円を変更認
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住宅等に係る住戸の

場合  

定申請数で除して得

た額  

戸数が六以上十以下

の共同住宅等に係る

住戸の場合 

八万六千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

十七万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

三十万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

五十二万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

九十七万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

百三十九万円を変更

認定申請数で除して

得た額 

戸数が三百一以上の

共同住宅等に係る住

戸の場合 

百七十一万円を変更

認定申請数で除して

得た額 

増築

又は

改築

の場

合  

知事が定

める書面

により旧

法第六条

第一項第

一号に掲

げる基準

に適合す

一戸建ての住宅の場

合  

九千円

戸数が五以下の共同

住宅等に係る住戸の

場合  

一万六千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が六以上十以下

の共同住宅等に係る

住戸の場合 

二万七千円を変更認

定申請数で除して得

た額  
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ると認め

られる場

合  

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

四万六千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

七万四千円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

十一万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

十九万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

二十四万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が三百一以上の

共同住宅等に係る住

戸の場合 

二十七万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

その他の

場合  

一戸建ての住宅の場

合  

三万四千円

戸数が五以下の共同

住宅等に係る住戸の

場合  

八万千円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が六以上十以下

の共同住宅等に係る

住戸の場合 

十三万円を変更認定

申請数で除して得た

額  

戸数が十一以上二十

五以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

二十五万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が二十六以上五

十以下の共同住宅等

四十六万円を変更認

定申請数で除して得
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に係る住戸の場合 た額  

戸数が五十一以上百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

七十九万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が百一以上二百

以下の共同住宅等に

係る住戸の場合 

百四十六万円を変更

認定申請数で除して

得た額 

戸数が二百一以上三

百以下の共同住宅等

に係る住戸の場合 

二百九万円を変更認

定申請数で除して得

た額  

戸数が三百一以上の

共同住宅等に係る住

戸の場合 

二百五十六万円を変

更認定申請数で除し

て得た額 

九 改正法附則第二

条第二項の規定に

よりなお従前の例

によることとされ

る旧法第八条第一

項の規定による長

期優良住宅建築等

計画の変更の認定

（改正法附則第二条

第二項の規定により

なお従前の例による

こととされる旧法

第九条第一項の規

定による申請に係

るものに限る。）を

受けようとする者 

特定長期

優良住宅

建築等計

画変更（譲

受人決定）

認定申請

手数料 

 六千円

十 改正法附則第二

条第二項の規定に

特定長期

優良住宅

 三千円
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よりなお従前の例

によることとされ

る旧法第十条の規

定による長期優良

住宅建築等計画の

認定に基づく地位

の承継の承認を受

けようとする者 

建築等計

画認定地

位承継承

認申請手

数料  

備考  

一 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正法附則第二条第二項の規定により

なお従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第五条第二

項又は第三項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請が一の者に

よる場合（当該申請の数が一の場合を除く。）は、当該申請の数を一とみなして表の

第八号の規定を適用する。 

二 法第六条第二項（法第八条第二項において準用する場合を含む。）又は改正法附則

第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第八条第二項におい

て準用する旧法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの

審査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、長

期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料及び特定長期優良住宅建築等計画変更認

定申請手数料の額は、表の第一号、第三号又は第八号の規定により算定した額に、当

該審査に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等について青森県建築確認申請等手数料

等徴収条例（平成十二年三月青森県条例第八十三号）別表第一号の規定の例により算

定した額（一の共同住宅等について同時に改正法附則第二条第二項の規定によりなお

従前の例によることとされる旧法第八条第二項において準用する旧法第六条第二項の

規定による申出を行う者がある場合は、当該額を当該申出の数で除して得た額）を加

算した額とする。 

三 特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額に百円未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。 

 


